
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横浜地方裁判所第3民事部破産係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　令和元年10月改訂

　　　　　　破産・免責申立手続事件の郵券・予納金・収入印紙一覧表

1．予納郵便切手（本庁）

o　この記載は本庁の取扱いです。管内各支部については，後記4．予納郵便切手（支部）をご参照ください。

①個人同時廃止事件 ②法人，個人管財事件 ③債権者申立 ④抗　告
下記の封筒に貼付し 84円×10枚 500円×10枚 500円x4枚
た分のみです。 10円×10枚 100円x10枚 84円×2枚

1円×20枚 84円×50枚 50円×2枚
50円×5枚 20円x3枚
20円×15枚 10円×5枚
10円×10枚 5円×3枚
5円×6枚 1円x7枚

．一一一一一印一一一一一一一一一一■一一一一一一脚嘗一，● 一　一
1円×20枚

計960円分 計10，900円分
一言干互汀苅δδ角脊一’…

　O　①②について，上記とは別に債権者・税金等の滞納庁・保証人（管財手続で，債務者《売掛先，貸付先等》が

　　いる場合には同債務者）の宛名を記載した封筒各1通及び申立人（代理人）宛封筒2通（それぞれ84円切手
　を貼付したもの）を提出してください。

○①②について，郵送による保管金提出書の送付を希望する場合には，申立人（代理人）宛封筒1通（84円切
　手を貼付したもの）を追加してください【電子納付や窓口申立ての場合には不要です。】。

　o　封筒は長形3号（縦約235s，　×横約120㍉）のものを用意してください（裏面には何も書かないでください。）。

　○　申立人本人による申立ての場合や司法書士関与の場合は，申立人宛封筒を3通とするほかは，上記に準じてください。

　o　大規模管財事件（債権者100名以上）の場合は，事案に応じ，必要な分を追加で予納していただくことがあり

　ます。

2．予納金（本庁）

　O　この記載は本庁の取扱いです。管内各支部については，当該支部にお問い合わせください。

①同廃事件…・・……11，859円
②管財事件（官報公告費用のみ予納）※

　　　　法人管財…・・…14，786円
　　　　個人管財…・…・1　5，499円

　※　管財人への引継予納金は，申立人代理人から直接引き継いでください。最低額は20万円（申
　　　立人本人による申立ての場合には50万円，司法書士関与の場合は30万円）です。ただし，困
　　　難な管財業務が必要とされる場合には，事案に応じて，20万円を超える額を引き継いでいただ
　　　くこともあります。

③大規模管財事件及び債権者申立事件の予納金1よ下記の表記載のとおりです。

負債総額
法　人 個　人

債務者申立 債権者申立 債務者申立 債権者申立
5000万円未満 70万円 100万円 50万円

百δσδ矧門〕犯三　　1億円果溝 　　　　　　　　　　　　　　塵　一　一噸

100万円
暉　一　一　一一　一　一　一　一一　一一

　200万円 80万円

　　80万円o　　一一一一一■一一一，喩■一一一一噛

　150万円一印騨一一一幽■一一閣一一一一幽學

　250万円
’…’一一i憶酉以：E’　　　5億円未溝

印

　200万円
■■　一一　一　一　一一

　300万円 150万円
・

一……5億円〕夏二E”　　10億円未濡

　　　　　　　一幽一一一一一一一■

　　　　　　　一幽一■一一一甲一
300万円　　　　　　　■塵一幽一幽幽一一”

400万円 250万円
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一胴

　400万円昌一　臨一　一　一　一　一

　10億円以上　　　50億円未濡 400万円 500万円 400万円
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一一■

　500万円旧’…醜酉以：E…一’100億円未溝 500万円

一騨一一　■　一　一　一　一■一　一

一　一一騨■　一　一　一　一一冒一

一一一一　一一〇凹　一一一一
　700万円一一一一　一　一　一一　一一一　一

一一一一一　一　一　一　一一一■

500万円
．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一印胴

　700万円一一i石碓］丙以王’一一一’250億円果’溝

　　　　一一幽一一一幽一噸

　　　　　　一　一一　一一■舳一■
700万円　　　　　　薗一一一　一一一一

800万円 700万円
．　　　　　　　　　曜一一一一一一一一一一一．

：万蝿1閂琢王7－一’”葛60億円未溝
．

　800万円 1000万円 800万円

　800万円・一一塵願隅一一一一一一一■一一一一．

　1000万円・一一一一耳一一一一印一一顧冒一一一．1000万円以上．一一一印ロー，一■■幽直暉騨一凹一幽

一

萄δ◎億酉以王隔…T666億円未藩 　　　　　　　　　　　　一一〇幽．

1000万円
一一軍一一一一　一　一■

1000万円以上幽一一曜一一一一一一

　　　　：：1000万円　　　　　　　　　　　　　一一

印騨一騨需■一關卿一一一一一■一一一一一一一冒一一一一■一一一一一一一　　　　　　　　　　　脚

1000億円以上
一一　一一一一■

1000万円以上



3．収入印紙

申立種別 貼用印紙 根拠
（準）自己破産手続開始申立 1，000円 民訴費31別表第1の16
債権者申立 20，000円 民訴費31別表第1の12
免責許可申立 500円 民訴費31，W別表第1の17ホ
抗告申立（破産に関するもの） ※ 民訴費31別表第1の18（1），（4）
抗告申立（免責に関するもの） 1，000円 民訴費31別表第1の18（4）
※（準）自己による申立ての場合は1， 500円，債権者申立ての場合は1，000円

4．予納郵便切手（支部）

支　部 同時廃止事件（管内共通） 管財事件（大規模管財・債権者申立てを除く。）

債権者一覧表記載の債権者，保証人，税金等の滞

債権者一覧表記載の債権者，保証人，

税金等の滞納庁宛の封筒（長形3号）に

納庁宛の封筒（長形3号）に94円切手を貼ったも

の各1通

84円切手を貼ったもの各1通
申立人（代理人・司法書士）宛の封筒に84円切手
を貼ったもの3通（※）

川崎
債務者（売掛先，貸付先等）がいる場合には，債務

者の宛名を記載した封筒に84円切手を貼ったもの

申立人（代理人・司法書士）宛の封筒 各1通

（長形3号）に84円切手を貼ったもの （法人の場合）　　100円x2枚，84円×15枚
3通（※）

10円×10枚，1円×10枚

（自然人の場合）　100円×2枚，84円×10枚

10円x10枚，1円×10枚
一一■■■一一顧一一一一一■一一■甲軍曜一一　一一一一一一一一一一＿＿■＿＿

債権者一覧表記載の債権者，保証人，税金等の滞
納庁宛の封筒（長形3号）に84円切手を貼ったも

の各1通

相模原 同上
申立人代理人宛封筒（切手不要）x4通

債務者（売掛先，貸付先等）がいる場合には，債務

者の宛名を記載した封筒に84円切手を貼ったもの
各1通

100円×5枚，84円×20枚，10円×20枚，

1円x20枚
暉5－　一一一　一　昌一　幽薗　幽噛　一　■　冒一　■　■　■　■

債権者一覧表記載の債権者，保証人，税金等の滞
納庁宛の封筒（長形3号）に84円切手を貼ったも

の各1通

申立人（代理人・司法書士）宛の封筒に84円切手

横須賀 同上 を貼ったもの3通（※）

債務者（売掛先，貸付先等）がいる場合には，債務

者の宛名を記載した封筒に84円切手を貼ったもの

各1通

100円×5枚，84円×10枚，20円×5枚，

10円×10枚，1円x10枚
．　層　9　－　．　・　．　・　・　伽　一　一　”　ロ　ー　冒　．　顧　・　・　一　層　一　昌　■　顧　卿　鱒　9　●　●　●　●　■　●　曹　幽　●　■　幽　■　層　一　■　願　印　，　，

債権者一覧表記載の債権者，保証人，税金等の滞
納庁宛の封筒（長形3号）に84円切手を貼ったも

の各1通
小田原 同上

申立人（代理人・司法書士）宛の封筒に84円切手
を貼ったもの3通（※）

84円x20枚，10円x20枚，1円×20枚
※　申立人代理人宛の封筒について，窓口申立てや電子納付など予納金納付に際し，保管金提出
　書の郵送を要しない場合には1通分減らすことができる（参考；3通→2通，2通→1通）。

○各支部における大規模管財・債権者申立事件の予納郵便切手については，当該各支部にお問い合わせください。


